
◎地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 
（平成二八年五月二七日法律第五〇号）   

一、提案理由（平成二八年四月一五日・衆議院環境委員会） 

○丸川国務大臣 まず冒頭、昨日二十一時二十六分ごろ、熊本地方を震源とする地震に

おいてお亡くなりになられた皆様方、また御遺族の皆様方に心からお悔やみを申し上げ

ますとともに、被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。 

 ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 昨年十二月、二〇二〇年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みと

して、パリ協定が採択されました。これは、歴史上初めて、全ての国が参加する公平な

合意です。 

 我が国は、パリ協定に先立ち、昨年七月に、温室効果ガスを二〇三〇年度に二〇一三

年度比で二六％、二〇〇五年度比で二五・四％削減するとの目標を柱とする約束草案を

国連に提出しています。この目標の達成のため、家庭、業務部門においてはおよそ四割

という大幅な排出削減が必要です。そのため、国として、地球温暖化の現状や対策への

理解と機運を高め、国民一人一人の自発的な行動を促進する普及啓発が極めて重要な施

策となります。 

 本法律案は、こうした状況を踏まえ、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、

所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域におけ

る地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じようとするものです。 

 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一に、地球温暖化対策計画に定める事項として、温室効果ガスの排出の抑制等のた

めの施策及び活動に関する普及啓発の推進に関する基本的事項を追加します。 

 第二に、同じく地球温暖化対策計画に定める事項として、地球温暖化対策に関する国

際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項を追加します。 

 第三に、都道府県及び市町村が策定することとされている地方公共団体実行計画につ

いて、共同して策定することができる旨を規定します。あわせて、地方公共団体実行計

画において、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行う

ための施策に関する事項として定めるものとして、都市機能の集約の促進等を例示とし

て加えます。 

 以上のほか、京都メカニズム関連規定の整備、経過措置その他の規定の整備等を行い

ます。 

 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院環境委員長報告（平成二八年四月二八日） 

○赤澤亮正君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審



査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、昨年十二月のパリ協定の採択を踏まえ、我が国が二〇三〇年度に二〇一三年

度比で二六％の温室効果ガスを削減するとの目標を達成するためには、家庭、業務部門

において約四割という大幅な削減が必要な状況であることから、地球温暖化対策の強化

を図るため、地球温暖化対策計画に定める事項に温室効果ガスの排出の抑制等のための

普及啓発の推進及び国際協力に関する事項を追加するとともに、地域における地球温暖

化対策のより効果的な推進のための規定の整備等の措置を講じようとするものでありま

す。 

 本案は、去る四月一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、直ちに本委

員会に付託され、十五日丸川環境大臣から提案理由の説明を聴取しました。次いで、十

九日から質疑に入り、二十二日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ね、二十

六日に質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、本案に対しまして、民進党・無所属クラブ及び生活の党と山本太郎とな

かまたちの共同提案による修正案が提出され、趣旨の説明を受けました。 

 次いで、討論を行った後、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決

され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年四月二六日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 国連気候変動枠組条約第二十一回締約国会議で採択されたパリ協定を踏まえ、産業

革命以前と比べた世界の平均気温の上昇幅を二度より十分低く保ち、一・五度以下に

抑える努力を追求すること、世界の温室効果ガス排出量が最大に達する時期をできる

限り早くするものとし、今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除

去の均衡を達成することが人類共通の課題であることを認識し、この目標の達成に向

けた国際的役割を果たすために、長期的展望に立って積極的に地球温暖化対策を実施

すること。 

二 パリ協定の早期発効に向け、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組

みの下で温室効果ガスの主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際

社会を主導し、その国際交渉にリーダーシップを発揮すること。また、二〇五〇年ま

でに八〇パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すという長期的目標の達成のた

めには、温室効果ガスの大幅な削減が必要であることを認識し、低炭素化と経済成長

を同時に実現する経済社会システムの変革も視野に入れた二〇五〇年に向けた長期の

低炭素戦略を早急に策定すること。 

三 パリ協定に基づく温室効果ガスの排出削減目標の五年毎の提出及び更新に合わせ、

長期的目標と整合性を図りつつ、二〇三〇年以降の野心的な排出削減目標を定めるも



のとすること。また、同目標には、再生可能エネルギーの最大限の導入及び省エネル

ギーの最大限の推進を図ることを前提とした定量的な指標を設けるものとすること。 

四 我が国の温室効果ガスの排出削減目標の着実な達成のため、炭素の価格付けに関す

る施策について検討を行うとともに、再生可能エネルギーの導入及び普及促進に関す

る施策、建築物及び設備機器等の省エネルギー対策などの施策を早急に推進すること。 

五 地球温暖化に起因する気候変動による我が国への被害や影響を軽減する施策の実効

性を高めるため、気候変動の影響への適応計画の早期の法定計画化を図ること。 

六 地球温暖化対策計画はもとより、適応計画等については、国際的動向及び最新の科

学的知見を基に不断に見直しを行い、必要な追加的施策を実施するとともに、その見

直し過程における公正性及び透明性を確保するため、基礎とした情報の国民への速や

かな公開の徹底、議論への国民の参画の機会を十分に確保すること。また、それらの

計画に基づく取組の進捗状況について、定期的に公表すること。 

七 中核市等以外の小規模の地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定を進めるため、

低炭素化を図る地域づくりの取組に十分な支援を行うこと。 

八 地球温暖化対策の推進を図るためには国民の理解及び協力を得ることが必要不可欠

であることに鑑み、社会的機運の醸成を図るため、地球温暖化の防止に関する教育及

び学習の振興のための施策を一層推進すること。 

九 二〇五〇年までに八〇パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すという長期的

目標の達成のためにも、将来の環境・エネルギー分野における革新的な技術開発の推

進に期待するのみならず、今ある技術の更なる普及による再生可能エネルギーの最大

限の導入及び省エネルギーの最大限の推進を図るための取組を一層加速して進めるこ

と。 

三、参議院環境委員長報告（平成二八年五月二〇日） 

○磯崎仁彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地球温暖化対策の強化を図るため、地球温暖化対策計画に定める事項に

温室効果ガスの排出の抑制等のための普及啓発の推進及び国際協力に関する事項を追加

するとともに、地域における地球温暖化対策の推進に係る規定の整備、気候変動に関す

る国際連合枠組条約の京都議定書に基づく約束の履行に係る規定の整理等、所要の措置

を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、パリ協定採択を受けての取組、民生部門の約四割の排出削減

に向けた普及啓発の実効性、地方自治体の地球温暖化対策への国の支援、二国間クレ  

ジット制度の活用の在り方等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行

いましたが、その詳細は会議録によって御承知おき願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の市田理事より本法律案に反対

する旨の意見が述べられました。 



 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年五月一九日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、国連気候変動枠組条約第二十一回締約国会議で採択されたパリ協定を踏まえ、産業

革命以前と比べた世界の平均気温の上昇幅を二度より十分低く保ち、一・五度以下に

抑える努力を追求すること、世界の温室効果ガス排出量が最大に達する時期をできる

限り早くするものとし、今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除

去の均衡を達成することが人類共通の課題であることを認識し、この目標の達成に向

けた国際的役割を果たすために、長期的展望に立って積極的に地球温暖化対策を実施

すること。 

二、二〇五〇年までに八〇パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すという長期的

目標は従来の取組の延長だけでは実現が困難であることから、革新的な技術開発・普

及などのイノベーションによる解決を最大限に追求すること。また、今ある技術の更

なる普及による再生可能エネルギーの最大限の導入及び省エネルギーの最大限の推進

を図るための取組も一層加速して進めること。 

三、地球温暖化に起因する気候変動による我が国への被害や影響を軽減する施策の実効

性を高めるため、気候変動の影響への適応計画の早期の法定計画化を図ること。 

四、地球温暖化対策計画はもとより、適応計画等については、国際的動向及び最新の科

学的知見を基に不断に見直しを行い、必要な追加的施策を実施するとともに、その見

直し過程における公正性及び透明性を確保するため、基礎とした情報の国民への速や

かな公開の徹底、議論への国民の参画の機会を十分に確保すること。また、それらの

計画に基づく取組の進捗状況について、定期的に公表すること。 

五、強力な温室効果ガスであるフロン類については、回収・破壊や漏えい防止に努める

とともに、生産にも適切な規制を行っていくこと。また、人工的に合成された物質で

あるという点に鑑み、回収・破壊などにおいては生産者責任にも留意した政策の検討

を進めること。 

  右決議する。 


